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訪問介護事業所の長
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の長 様
夜間対応型訪問介護事業所の長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口県健康福祉部長寿社会課長


訪問介護等サービス提供体制確保支援事業に係るニーズ調査について

　平素は本県の高齢福祉行政に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。
県では、国事業を活用した補助事業の実施を検討しております。
この度事業実施の参考とするため、下記のとおりニーズ調査を実施いたしますので、対象となる事業所におかれましては、期限までに別添調査票１、２の作成・提出について、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
　なお、本ニーズ調査へのご回答をもって予算化・補助事業の実施をお約束するものではありませんのでご了承ください。
記

１　事業の概要
1 人材確保体制構築支援事業（調査票１）
・周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費の支援
2 地域の体制づくり支援事業（調査票２）
・訪問介護事業所のサテライト（出張所）設置の推進支援
　

２　提出資料・期限
　「ニーズ調査票（かかり増し経費・サテライト）」（Excelファイル）を作成の上、令和７年12月15日（月）【必着】でご提出ください。※活用しない場合は返信不要です。

３　提出方法
　県長寿社会課地域包括ケア推進班（choju.chiiki@pref.yamaguchi.lg.jp）宛、電子メールで提出してください。（件名は、「【法人名】ニーズ調査票（かかり増し経費・サテライト）」としてください。）

